
行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

20191024 ロウズ観光株式会社
法人番号（６２６０００１０
１５２３９）
代表者佐藤雅彦

岡山県倉敷市片島町１０１
８番地１号

本社営業所 岡山県倉敷市片島町１０１
８番地６号

処分日車数５０日車の
ため、一般貸切旅客自
動車運送事業者に対す
る行政処分等の基準
３．（６）により文書警告

道路運送法第１５条第１
項
道路運送法第２７条第３
項
道路運送車両法第５２
条

継続監視の監査対象として、令和元年９月９日
及び同年１０月１日に監査を実施。６件の違反
が認められた。（１）事業計画の変更認可違反
（車庫）（道路運送法（以下運送法）第１５条第１
項）（２）運送引受書の記載事項義務違反（旅客
自動車運送事業運輸規則（以下運輸規則）第７
条の２第１項）（３）運行記録計による記録義務
違反（運輸規則第２６条第１項）（４）運行指示書
記載事項義務違反（運輸規則第２８条の２第１
項）（５）運行管理補助者の解任届出義務違反
（運輸規則第６８条）（６）整備管理者の選任（変
更）届出義務違反（道路運送車両法第５２条）

23 5

20191031 新下関観光バス株式会
社（法人番号７２５０００
１０１７４８２）
代表者西田剛

山口県下関市菊川町大字
楢崎９４４

本社本店 山口県下関市菊川町大字
楢崎９４４

文書警告（処分日車数
４０日車のため、一般貸
切旅客自動車運送事業
者に対する行政処分等
の基準３．（６）による）

道路運送法第２７条第３
項

継続監視の監査対象として、令和元年１０月４
日及び同年１０月９日に監査を実施。１件の違
反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（旅
客自動車運送事業運輸規則第２４条第１項、第
２項及び第３項）

6 4

（別添様式）


